
 

 

 

川口急傾斜地崩壊対策事業説明会を開催しました。 

 

 栗原市一迫川口地区の住宅地の背後は急崚な丘陵地が連続しており，平成２４年１０月に土砂災害防止法

に基づく，土砂災害警戒区域等を指定しています。 

 急崚な斜面の崩壊など土砂災害の発生を防ぎ，地域の安全・安心な暮らしを確保するため，今後川口地区

において急傾斜地崩壊対策事業に着手していくこととしています。 

 今回，事業説明会を開催し，地域住民の皆様に事業概要や今後の進め方等について説明し事業に対しご理

解を得ると共に，測量をするにあたり土地の立ち入りについて承諾を得ました。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

開催概要・状況 

１．日時  平成３１年３月１２日（火） １９時００分～ 

２．場所  一迫農村環境改善センター 

３．出席者 関係地権者及び地域住民 ３１人 

４．説明内容 （１）川口急傾斜地崩壊対策事業について 

  （２）今後の事業工程について 

５．主な意見について  

 ・急傾斜崩壊危険区域に指定されると，自分の敷地の木を 

切るにも知事の許可が必要なのか。 

 ・水の処理を考慮した上で対策工法を検討していただきたい。 

 ・土地の立ち入りについて，本日出席していない人にも承諾を 

得てほしい。 等 
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「この地図は，測量法第２９条に基づき国土地理院長の承認『平成２７年度東複，第２５号』を得て，同院発行の

５万分の１地形図を複製したものを一部転載したものである。」 
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説明会状況 
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